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院
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逢
坂
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二
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提
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平
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二
十
七
年
八
月
三
日
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参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特

別
委
員
会
に
お
け
る
横
畠
法
制
局
長
官
の
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
の
参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す

る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
横
畠
法
制
局
長
官
の
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
与
党
議
員
と
の
意
見
交
換
、
与
党
議
員
か
ら
の
指
示
な
ど
の
や
り
取
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保

障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
閣
議
決
定
）
に
関
し
て
、
①
平
成
二
十
五
年
二
月
に
安
全
保
障
の

法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
（
以
下
「
安
保
法
制
懇
」
と
い
う
。
）
が
再
開
さ
れ
て
以
後
、
内
閣
法
制
次
長
が
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
し
た
ほ
か
、
適
宜
内
閣
官
房
か
ら
議
論
の
状
況
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
②
平
成
二
十
六
年
五

月
二
十
日
に
安
全
保
障
法
制
整
備
に
関
す
る
与
党
協
議
会
（
以
下
「
与
党
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
論
が
開
始
さ
れ
た
後

は
、
内
閣
官
房
か
ら
政
府
が
与
党
協
議
会
に
提
出
す
る
資
料
に
つ
い
て
事
前
又
は
事
後
に
送
付
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
説

明
を
受
け
る
と
と
も
に
、
担
当
者
間
で
意
見
交
換
を
す
る
な
ど
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
内
閣
法
制
局
は
、
こ
れ
ら
の
業

務
に
関
す
る
文
書
と
し
て
、
安
保
法
制
懇
に
関
す
る
資
料
（
平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
記
者
会
見

に
関
す
る
資
料
を
含
む
。
）
及
び
当
該
閣
議
決
定
の
案
文
の
た
た
き
台
や
概
要
を
含
む
与
党
協
議
会
に
関
す
る
資
料
（
自
由

一



民
主
党
総
務
会
及
び
公
明
党
政
務
調
査
会
全
体
会
議
に
関
す
る
資
料
を
含
む
。
）
を
保
有
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
口
利
き
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、

「
政
」
の
「
官
」
に
対
す
る
圧
力
等
を
排
除
す
る
趣
旨
で
、
職
員
が
国
会
議
員
と
接
触
し
た
場
合
に
お
い
て
、
記
録
の
作
成

、
保
存
そ
の
他
の
管
理
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
四
年
の
閣
僚
懇
談
会
で
申
し
合
わ
せ

た
「
政
・
官
の
在
り
方
」
に
お
い
て
、
「
官
」
は
、
国
会
議
員
や
そ
の
秘
書
か
ら
の
個
別
の
行
政
執
行
に
関
す
る
要
請
、
働

き
か
け
で
あ
っ
て
、
公
正
中
立
性
の
観
点
か
ら
対
応
が
極
め
て
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
臣
等
に
報
告
し
、
報
告
を
受

け
た
大
臣
等
は
、
内
容
の
確
認
を
行
う
な
ど
、
自
ら
の
責
任
で
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
従
い
、
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。

二


